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改憲を断じて発議させない 

戦争への道は、地方自治の破壊から始まる 

憲法９条を守り、生かす、「全国首長九条の会」を結成 

  

 

 

 

 

 

自治体の首長とその経験者による「全国首長九条の会」結成のつどいが１１月１７日、

明治大学で行われ、現職１３人を含む１２５人の呼びかけ人・会員で結成されました。 

結成総会では共同代表などの役員を選出し、規約と活動方針、アピールを採択。安倍晋

三首相と日本会議が改憲に執念を燃やし、草の根からの改憲世論作りをすすめるなか、「全

国首長９条の会」は草の根の運動と連携し、「憲法９条擁護」の運動、世論づくりをすすめ

るとしています。つどいには、玉城デニー沖縄県知事、武村正義元滋賀県知事らがメッセ

ージを寄せ、首長・元首長 37 人と各地の九条の会の市民２５０人が参加しました。 

 第一部では、「九条の会」世話人の浅倉むつ子氏（早稲田大学名誉教授）が「首長九条の

会」結成への「期待」を述べ、千田謙蔵元横手市長、村上達也元東海村長、松下玲子現武

蔵野市長、上原公子元国立市長、田中勝己元木曽町長、中川智子現宝塚市長の６人が「私

と憲法」をテーマに発言しました。  

【選出された役員（敬称略）】共同代表：川井貞一（東北６県共同代表・元宮城県白石市長）、

小池清彦（元新潟県加茂市長）、松下玲子（現東京都武蔵野市長）、岡庭一雄（元長野県

阿智村長）、武村正義（元滋賀県知事）、井原勝介（元山口県岩国市長）、田中全（元高

知県四万十市長）、稲嶺進（元沖縄県名護市長）の 8 人、事務局長：鹿野文永（元宮城県

鹿島台町長）、事務局次長：上原公子（元東京都国立市長）、矢野裕(元東京都狛江市長) 

 

 

 

  

結成以降、1 月 6 日までに、戸塚進也・元静岡県掛川市長、平松邦夫・元大阪市長が呼

びかけ人に、山田孝夫・元北海道東川町長、市村良三・現長野県小布施町長が会員にな

っていただき、呼びかけ人・賛同者は 129 名になりました。 
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共同代表の元長野県阿智村長の岡庭さんから

メッセージをいただきました。  

 

9 条改憲阻止と 

地方自治権の確立は

絶対条件 

     岡庭一雄 

私の村に満蒙開拓平

和記念館が開館し、多く

の人々が訪れています。 

昭和の初めから、関東軍の満州侵攻作戦

によって全国で 24 万人余、その中でも、長

野県は最多の 2 万 6 千人余を送り出しまし

た。それには、県による国策移民奨励によ

り、村をあげて送出を行ったことが起因し

ています。その結果、敗戦時の混乱で半数

以上の犠牲者を出してしまいました。 

村が果たした責任は非常に大きなものが

あります。このように、地方自治体が国策

に積極的に加担したことが戦争遂行を可能

にし、国民・住民の犠牲を拡大させてしま

ったといえます。 

ですから、日本国憲法においては、新た

に第 2 章戦争の放棄と、第 8 章地方自治を

加え、明治憲法とは明らかに異なる国を目

指すことを鮮明にしたのでした。 

しかし今、この二つの章の理念が戦後最

大の危機に直面しています。9 条改憲は言

うに及ばず、地方自治が大きく歪められよ

うとしています。今、総務省の研究会が出

した「自治体戦略 2040 構想」とこの制度化

を諮る第 32 次地方制度調査会が行われて

います。 

私の村は、村の責任で 920 人余の開拓移

民を送り出し、500 人以上の犠牲を出して

しまった誤りを再び繰り返さないためにも、

9 条改憲阻止と地方自治権の確立は絶対の

条件であると確信しています。 

地方自治を体験している「全国首長九条

の会」の私たちに課せられている役割は特

別大きなものがあると思います。 

結成を期に運動をさらに広げるためにと

もに頑張りましょう。 

 

「市民のために９条変えない」 

松下玲子武蔵野市長（共同代表）  

自民議員質問に毅然と回答  

 

武蔵野市議会１２月定例会の一般質問で

自由民主・市民クラブの市議は、松下市長

が全国首長九条の会に「加入や賛同したこ

とにより市全体が誤解をうけることにつな

がる」などと質問。これに対して松下市長

は、「平和国家日本を後世に引き継いでいく

ために、また公務員も憲法遵守という大切

な宣誓も行っています。憲法を守ることは

非常に大切で、市民福祉の向上に資すると

いう思いを持っています」と強調。また、

改憲を目指す安倍首相に全体が従う必要は

ないとし、「首相が９条を変えると信念をも

って取り組んでいるなら、私自身も信念を

もって市民のためにも９条を変えない立場

を明確にすることは、改憲発議に言及され

ている中で必要である」と回答しました。 

 さらに「改憲は武蔵野市に直接かかわる

ことか」との再質問に対し、松下氏は「私

は、未来の子どもたちのために平和を未来

につないでいくためにも、今はしっかりと

自分のスタンスを示して行動すべきときが

来ていると判断して行動した」と述べまし

た。 

安倍 9 条改憲が地域、草の根での攻防と

なっている一つの表れです。 

 

―振込口座を開設しましたー 

・口座記号番号 00190-4-635731 

・口座名称（漢字） 全国首長九条の会 

・（カナ）ゼンコククビチョウキュウジョウノカイ  

ゆうちょ銀行の口座お持ちの方は上記で振

込可能です。また他行からの場合は、〇一

九 店（019）、当座：０６３５７３１にな

ります。振込用紙希望の方はご連絡下さい。 

■決定された規約では、会費は一口 3 千円

です。未納の方はよろしくお願いします。 

また、募金も大歓迎です。 


